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5-1 法律

2020年改正個人情報保護法の概要

北澤 一樹 ●弁護士／英知法律事務所

個人の権利では請求権の要件緩和や第三者提供記録の開示請求権創設、
事業者の責務では漏えい等発生時の報告・通知の義務化や不適正な情報
利用禁止の明確化。データ利活用では「仮名加工情報」が創設された。

■はじめに
　いわゆる2020年改正個人情報保護法1（以下
「本改正」という）は、同年6月5日に成立し、同
月12日に公布された。
　本稿では、個人情報取扱事業者の視点から見た
場合に重要となる改正事項を中心として、その概
要を紹介する2。

■個人の権利の在り方
●利用停止・消去等の個人の請求権の要件緩和
　現行法では、利用停止または消去の請求は、①
目的外利用（現16条違反）の場合、②不正取得
（現17条違反）の場合、にのみ認められていた（現
30条1項）。また、第三者提供停止請求権は、③
第三者提供義務違反（現23条1項、24条違反）の
場合、に限定されていた（現30条3項）。
　改正法では、本人の関与強化の観点から、上記
のほかに、④不適正な利用がされている場合、⑤
保有個人データを利用する必要がなくなった場
合、⑥保有個人データについて漏えい、滅失、毀
損等が発生した場合、⑦保有個人データの取り扱
いにより当該本人の権利または正当な利益が害さ
れるおそれがある場合、のそれぞれについても、
利用停止等および第三者提供停止の請求権が認め
られた（新30条1項・5項）。

　このうち上記⑦の「本人の権利または正当な利
益が害されるおそれがある場合」とは、例えば、
「個人情報取扱事業者が取り扱う個人データの漏
えいが発生した場合に、適切な再発防止措置がと
られていないため、本人を識別する保有個人デー
タについても漏えいするおそれがある場合」や
「個人情報取扱事業者が本人に対するダイレクト
メールを送付した場合に、平穏な生活を害された
くないことを理由として、本人が送付の停止を求
める意思を表示したにもかかわらず、本人の意思
に反して、個人情報取扱事業者がダイレクトメー
ルを繰り返し送付している場合」などが挙げられ
ている3。
　今後のガイドラインにより、具体的な判断基準
等が示されることが期待されるが、運用にあたっ
ては、上記具体例と同等の例といえるかという点
を考慮しつつ判断すべきことになる。

●保有個人データの開示方法
　現行法28条1項では、本人による個人情報取扱
事業者に対する保有個人データの開示請求権が規
定されている。
　この開示の方法については、現行法では、原則
として書面交付とされており（現28条2項、個人
情報の保護に関する法律施行令9条）、請求者本
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人が書面交付以外の方法を希望した場合であって
も、個人情報取扱事業者はこれに従う必要はない
ものとされていた。
　しかし、情報技術の進展に伴い、開示対象とな
る保有個人データの量が膨大であったり、当該保
有個人データが音声や動画であったりする場合な
ど、書面交付の方法ではこれらの情報の取り扱い
状況が十分明らかにならないという問題があった
ため、改正法では、開示の方法についても本人が
請求することができることとされた（新28条1
項・2項）。もっとも、請求者が指定する方法によ
ると多額の費用がかかるなど「当該方法による開
示が困難である場合」には、書面交付による開示
が認められる（新28条2項）。
　なお、本改正により、6か月以内に消去するデー
タも保有個人データに含まれることとされている
（新2条7項）ので、注意を要する。

●個人データの授受に関する第三者提供記録の開
示請求権
　本改正により、第三者提供記録の開示請求権も
創設された（新28条5項）。これにより、本人が、
個人情報取扱事業者がどこから個人データを入手
したのか、また、自らの個人データが誰に提供さ
れたのかについて、把握することが可能となる。

●オプトアウト規定により第三者提供できる個人
データの範囲限定
　現行法では、オプトアウト規定による第三者提
供が禁止されるのは要配慮個人情報のみとなって
いる（現23条2項かっこ書き）。
　しかし、名簿屋間で名簿の交換が行われていた
り、名簿屋が本人以外の個人から名簿等の提供を
受けていたりするといった問題に対処すべく、本
改正では、さらに不正取得された個人データやオ
プトアウト規定により提供された個人データにつ

いても、オプトアウト規定による第三者提供がで
きなくなった（新23条2項）。
　また、本改正では、オプトアウトの届出事項が
追加された（新23条2項）。届出事項には規則へ
の委任事項も含まれるため、今後の規則の改正を
待つこととなる。

■事業者の守るべき責務の在り方
●報告・本人通知の義務化
　現行法では、漏えい等が発生した場合の個人情
報保護委員会への報告は努力義務とされていた4。
本改正では、漏えい等が発生し、「個人の権利利
益を害するおそれが大きい」場合について、個人
情報保護委員会への報告と本人への通知が義務と
された（新22条の2）。
　どのような場合が「個人の権利利益を害するお
それが大きい」のかは今後規則で定められる予定
であるが、例えば、要配慮個人情報の漏えい等、
不正アクセスによる漏えい等、財産的被害に至る
おそれがある漏えい等については、漏えい等した
個人データの対象人数にかかわらず、報告義務や
本人への通知義務の対象となることが予定されて
いる5。

●違法または不当な行為を助長する等の不適正な
方法により個人情報を利用することの禁止の明
確化
　昨今の急速なデータ分析技術の進展の中で、直
ちに「違法」とまではいえなくとも、その利用方
法で不適切な事例が生じていたため、本改正で
は、「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発す
るおそれがある方法」による個人情報の利用の禁
止が規定された（新16条の2）。
　このような「違法又は不当な行為を助長し、又
は誘発するおそれがある方法」による個人情報の
利用の例としては、最近問題となった破産者マッ
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プのような事例が想定されるようであるが、今
後どのような事例が該当するか、その基本的な考
え方も含め、ガイドラインで明示される予定であ
る6。

■事業者による自主的な取り組みを促す
仕組みの在り方
　経済界からの要望に基づき、認定団体制度につ
いて、新たに、企業の特定分野（部門）を対象とす
る団体を認定できることとされた（新47条2項）。

■データ利活用に関する施策の在り方
●「仮名加工情報」の創設
　2015年改正により、新たに「匿名加工情報」
が創設された。匿名加工情報は、目的外利用や第
三者提供の局面を想定されたものといえるが、そ
の分、匿名加工情報として認められるためのハー
ドルは高い。一方、最近では、例えばデータ内の
氏名を削除するなどして、内部分析のために当
該データを利用するニーズが高まっている。し
かし、氏名を削除されただけの「仮名化」された
データは匿名加工情報ではなく、そのような仮名
化されたデータも個人情報であることには変わり
ない以上、通常の個人情報と同様の扱いが法律上
要求されていた。
　本改正ではこのような「仮名化」された情報の
利活用を図るべく、「仮名加工情報」を創設した
（新2条9項）。
　仮名加工情報は基本的に個人情報に該当するも
のであるが、その取り扱いに関する義務が緩和さ
れており、利用目的の変更の制限（15条2項）、漏
えい等の個人情報保護委員会への報告および本人
通知（新22条の2）、開示・利用停止等の請求対
応（新27～34条）について適用除外（新35条の
2第9項）されている。
　一方、仮名加工情報の取り扱いに関する義務と

して、①安全管理措置義務（新35条の2第2項）、
②第三者提供禁止（新35条の2第6項）、③仮名
加工情報を他の情報と照合するなどして本人を識
別することの禁止（新35条の2第7項）、④仮名
加工情報を利用した連絡等の禁止（新35条の2第
8項）、⑤仮名加工情報取得時の公表義務（新35
条の2第4項・18条1項）、⑥仮名加工情報の利用
目的変更時の利用目的公表義務（新35条の2第4
項・18条3項）、が挙げられる。
　なお、上記の通り、仮名加工情報は通常は個人
情報にも該当するため、仮名加工情報を作成した
個人情報取扱事業者は、仮名加工情報取扱事業者
としての義務を負うとともに、個人情報取扱事業
者としての義務（ただし、上記適用除外された義
務を除く）も負う点に注意を要する。また、仮名
加工情報といえるための「加工」の具体的な内容
については、今後、規則およびガイドライン等に
より示される予定である。

●個人関連情報に関するルールの創設
　現行法上、個人データの第三者提供にあたり、
提供元・提供先のいずれを基準にして個人データ
の該当性を判断するかという問題について、個人
情報保護委員会は、提供元を基準にするとの見解
を示していた。もっとも、この議論は、提供元に
おいて個人データに該当する場合を前提としたも
のであり、提供元においては個人データに該当し
ないが、提供先においては個人データに該当する
場合に関しては必ずしも考え方が明らかになって
いなかった7。そのため、提供元Aにとっては個人
データではない情報を、提供先Bに提供する場面
において、提供先Bにとって当該情報が個人デー
タに該当するようなケースについて、第三者提供
の規制対象とはされていないのが実情であった。
　しかし、昨今、DMP（Data Management
Platform）事業者が端末やブラウザに紐づけら
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れた情報を、顧客情報を保有する企業に提供する
ケースなどにみられるように、提供先において個
人データとなることを想定しつつ、提供元にとっ
て個人情報ではない情報を提供する事例が増加し
ている8。脚注7に挙げた「個人情報保護法いわゆ
る3年ごと見直し制度改正大綱」でも、このよう
なスキームにより本人関与のない個人情報の収集
方法が広まることについて懸念が示されていた。
　このような観点から、本改正では、新たに「個
人関連情報」の第三者提供に関するルールを創設
した（新26条の2）。「個人関連情報」とは、「生
存する個人に関する情報であって、個人情報、仮
名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当し
ないもの」をいう（新26条の2第1項柱書）。具
体的には、氏名と結びついていないインターネッ
トの閲覧履歴、位置情報、cookie等が想定されて
いる9。
　そして、提供元となる個人関連情報取扱事業者
（新26条の2第1項）が個人関連情報を第三者提
供する場合において、提供先が「個人関連情報を
個人データとして取得することが想定されると
き」には、提供元となる個人関連情報取扱事業者
は、提供先が、提供元から個人関連情報の提供を
受けて本人が識別される個人データとして取得す
ることを認める旨の本人の同意を得ていること等
について確認をする義務を負う（新26条の2第1
項）。また、当該個人関連情報取扱事業者は、併
せて、上記確認内容について記録する義務も負う
（同条3項）。なお、確認の具体的な方法や記録す
べき項目については、規則において具体的に定め
られることとなっている。

■ペナルティの在り方
　個人情報保護委員会によると、2017年5月に
2015年改正法が施行されて以降、違反事案が増
加傾向にあり、報告徴収・立入検査・指導等に至

る事案も増え、違反事案の中には個人の権利利益
への影響が重大なものも存在するとのことであ
る10。
　そのため、本改正では、行為者の罰則の法定刑
を引き上げるとともに（新83条・85条）、両罰
規定における法人の罰金刑も引き上げられた（新
87条）。

■法の域外適用・越境移転の在り方
●域外適用
　2015年改正により域外適用に関する規定が創
設された（現75条）。本改正では、域外適用の対
象範囲を拡大し、罰則によって担保された報告徴
収・命令等の規定も、外国事業者に適用されるこ
ととなった（新75条）。
　しかし、このような法的整備がされたとして
も、外国事業者への報告徴収・命令を、実際に実
効性をもって行うことができるかは、外国主権の
問題もあり、必ずしも容易ではないことが想定さ
れる。そのため、本改正では、事業者が個人情報
保護委員会の命令に違反した場合、同委員会がそ
の旨を公表することができるとし（新42条4項）、
命令の実効性の担保を図っている。

●越境移転先事業者における個人情報の取り扱い
に関する本人への情報提供の充実等
　個人データの越境移転にあたっては、本改正に
より、現行法で要求される同意（新24条1項）を
得ることに加え、同意取得時に、本人に参考とな
るべき情報を本人に提供する義務が創設された
（新24条2項）。提供すべき具体的な情報の内容
は、今後規則により定められることになっている
が、移転先の国名、当該外国における個人情報保
護制度の有無、当該制度が存在する場合にはその
概要、提供先のプライバシーポリシー等が想定さ
れている11。
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　また、基準に適合する体制を整備した外国事業
者に個人データを移転する場合であっても、本人
の求めに応じて、移転先事業者における個人情報
の取り扱いに関する情報提供を行うことが義務付
けられており（新24条3項）、この情報の内容も、
今後規則で具体化される。

■今後の見通し
　個人情報保護委員会によると、今後の流れとし

て、2021年4月頃に政令および規則を公布し、そ
の後ガイドライン等を作成し、2022年春から6月
頃に改正法の施行を予定しているようである12。
　上記の通り、改正法の具体的な内容は規則等に
委任されていることも多いので、改正法の施行ま
でに同委員会から公表される情報を引き続き注視
しておく必要がある13。

1. 正式名称は「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する
法律」

2. 本稿では条文数を表記する際、現行法のものを「現○条」、本改
正のものを「新○条」と表記する。なお、条文数のみの表記の規
定は本改正前後で内容に変更がない場合である。

3. 佐脇紀代志『一問一答　令和2年改正個人情報保護法』(商事法
務、2020年）（以下「一問一答」という）、p83

4. 個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について
（平成29年個人情報保護委員会告示第1号）（個人情報保護委員
会、2017年2月16日）
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/iinkaikokuzi01.pdf

5. 「一問一答」、p41
6. 「一問一答」、p34
7. 個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し制度改正大綱（個人情

報保護委員会、2019年12月13日）第3章第4節4(3)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seidokaiseitaiko.pdf

8. 若江雅子ほか「オンライン広告におけるトラッキングの現状と
その法的考察─ビッグデータ時代のプライバシー問題にどう対
応すべきか」『情報通信政策研究』第2巻第2号Ⅱ（2019年2
月）、p16など
https://www.soumu.go.jp/main_content/000599872.pdf

9. 「一問一答」、p62
10.「一問一答」、p102
11.「一問一答」、p54
12. 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を

受けた個人情報保護委員会の今後の取組（案）について（個人
情報保護委員会、2020年6月15日）
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200615_shiryou1.pdf

13. 本稿執筆後、2020年12月25日より、規則および政令の改正
案が公表され、パブリックコメントが募集されている情報に接
した。
「個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会
事務局組織令の一部を改正する政令（案）」及び「個人情報の保
護に関する法律施行規則の一部を改正する規則（案）」に関する
意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLAS
SNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000067&Mode=0
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